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都留市文化財保存活用地域計画について／文化財保存地域計画・概要

本市の文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプランである「文化財保存活用地域計画」を策定する。本計画において、本市の目指す
将来的なビジョンや具体的事業を設定し、計画的に取組を図り、継続性・一貫性のある保存・活用を促進する。また、地域住民、民間団体等の
柔軟な活用や地域住民のコミュニティ強化を盛り込むものとする。また、策定にあたっては、第7次長期総合計画や防災計画といった、関連性
のある他計画と整合を図り、市が一体的に文化財保存・活用への理解を深めていくことを目的とする。
●計画策定スケジュール（イメージ）：令和６年度 文化財審議会における協議、策定における事前準備

▶計画作成自治体視察【県外：神奈川県伊勢原市】
令和７年度 下記補助金活用に向けた実施計画策定及び申請 （12月）
令和８年度 計画策定 ※現地調査等含む（策定の体裁については検討。また第７次長期との整合）
令和９年度（第７次長期スタートと同年～） 計画運用

●活用予定補助制度：文化芸術振興費補助金 ※地域文化財総合活用推進事業（文化財保存活用地域計画作成）を対象
※補助率50％（見込み）※対象期間：単年度
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都留市文化財保存活用地域計画について／山梨県文化財保存活用大綱・概要 資料４
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都留市文化財保存活用地域計画について／計画策定のフロー詳細

事前把握
・
調査

計画作成 認定
情報発信

・
計画実施

市町村による実施 市町村による実施
文化庁長官による

認定

• 文化財審議会からの
意見聴取

• 住民からの意見反映
• 山梨県文化財保存活

用大綱・第７次長期
総合計画内容との擦
り合わせ

文化庁からの技術的助言

• 文化財所有者アンケート
の集成
関連する行政計画の把握

• など

国の文化財登録原簿への登録の提案
市町村への一部事務の権限移譲

令和７年度～令和８年度（２ヶ年） 令和９年度～

第7次都留市長期総合計画開始策定・認定期間

※第7次都留市長期総合計画も
R7～R8にかけて策定予定
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都留市文化財保存活用地域計画について／計画策定の経過

（事例）神奈川県伊勢原市の作成経過

（事例）長野県塩尻市の作成経過 各自治体の計画作成の経過
• 複数年で計画作成を行っており、協議を重ね

て計画案を作成している。
• 現状把握を初年度に行い、次年度以降に課題

や方針を決定している。
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 都留市文化財保存活用地域計画について／ガイドラインを踏まえた計画の策定① 資料４

• 計画の策定にあたっては、都留市が令和６年７月に策定した「個別計画の策定及び運用に関するガイドラ
イン」に基づき策定を行う。

• 外部委託の必要性の検証、策定スケジュール等、庁内ルールを踏まえるとともに、文化財保護・活用にお
ける地域課題解決や継続的な運用のため、真に必要な計画の策定につとめる。

ガイドライン抜粋
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 都留市文化財保存活用地域計画について／ガイドラインを踏まえた計画の策定①

• 計画の策定にあたっては、「個別計画の策定及び運用に関するガイドライン」に記載のとおり、都留市長
期総合計画との整合性を図る必要がある。

• なお、都留市文化財保存活用地域計画は整合性を図る観点から、第７次都留市長期総合計画の策定年度で
ある令和９年度に、あわせて策定する。地域計画の作業と総合計画の作業スケジュールが並行することか
ら、適宜、総合計画の策定部局と情報共有を行い、内容のすり合わせを行う。
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都留市文化財保存活用地域計画について／神奈川県伊勢原市の事例①

伊勢原市文化財活用地域計画とは
近年、過疎化や少子高齢化など社会状況が大きく変化していく中で、各地域の貴重な文化財についても継承者が見つからないま

ま滅失・散逸する例が少なくない。この状況に歯止めをかけるため、文化庁は平成30 年に文化財保護法を改正し、文化財保存活
用地域計画の作成の制度化により、地方の文化財保護体制の強化を図った。
この地域計画の作成は、以下の３つの効果が期待されている。

• 市町村が地域計画を作成することで、各地域の文化財行政が目指す方向性や取組の内容を“見える化” し文化財の特徴を最大
限に生かす。

• 中・長期的な取組目標を立てることにより、保存・活用の取組を計画的・継続的に実施していく。
• 文化財の専門家だけではなく、市民や観光関係部局、一般企業など、多様な関係者が参画した地域社会総がかりによる文化財の

次世代への継承に向けた取組みを促進する。

 目的
地域計画を作成することによって、市・市民・事業者・文化

財所有者が伊勢原の歴史文化の価値と魅力を認識し、積極的に
その保存・活用に関わることで、適切な保存と継承をはかり、
歴史文化を地域の資産としてまちづくりにも生かしていくこと
を目的とする。

 計画期間
設定期間については、通常の計画期間である５年間に現行の

総合計画、教育振興基本計画の設定期間である２年間を加え、
令和３年度（2021 年度）から令和９年度（2027 年度）の７年
間としている。

 計画の位置づけ
平成30 年の文化財保護法の改正により、都道府県によって

作成される文化財保存活用大綱の策定、市町村による文化財保
存活用支援団体の指定とともに、市町村が作成する文化財保存
活用地域計画及び国指定等文化財の所有者等が作成する保存活
用計画の文化庁長官による認定が制度化された。
伊勢原市文化財保存活用地域計画は、令和３年７月に文化庁

長官の認定を受けており、令和元年に策定された神奈川県文化
財保存活用大綱を勘案し、伊勢原市歴史文化基本構想を継承発
展させた計画である。
また、当市の行政全体の最上位計画である伊勢原市第５次総

合計画後期基本計画、第２期伊勢原市教育振興基本計画や、関
連するそのほかの計画や法制度との整合連携を図っている。

具体的な体制図（伊勢原市文化財保存活用地域計画 抜粋）
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都留市文化財保存活用地域計画について／神奈川県伊勢原市の事例②

 文化財保護に関する方針
伊勢原市の文化財保護は、「調査」を起点と

し、明らかにした“価値の共有化” から、
「保存」と「活用」を循環させることで“更な
る価値の発見” が「保存」への原動力となり、
魅力的な「活用」へと結びつくことを目指しま
す。その過程で、“ひとづくり” を図りなが
ら、地域活性化やまちづくりへとつなげていこ
うとするものである。
このような循環のなかで文化財所有者、行政

が一体となった計画的な保存、管理に努め、さ
らに所有者や事業者、市民団体等との連携によ
り、周辺環境を含む文化財を地域ぐるみで継承
していく環境づくりを進める。

 設定する柱のイメージ

≪目指すべき方向性≫
文化財保存・活用の全体的なビジョンの設定

▼
≪基本的な考え方≫
文化財の「調査」「保存」「活用」「人材育
成」等の考え方の設定

▼
≪方針≫
個別具体的な方針の設定

資料４

9



都留市文化財保存活用地域計画について／神奈川県伊勢原市の事例②-２

 文化財調査
• 状態、状況を把握する調査
今後の修理や適切な保管環境を検討するため

に、文化財の状態や保管状況を確認する調査を
実施している。

 文化財保存
• 保存・修理に対する補助
市条例により、市指定文化財をはじめ国や県

指定の文化財を国、県の補助金を用いて保存修
理する場合にも市が応分の負担を行うため補助
金を交付できる規定を設けている。
また指定文化財の保存に必要となる収蔵庫や

防災設備についても補助制度を利用し、消火施
設等が整備されている。

• 文化財の防災・防犯対策
県教育委員会と協力し、地域における文化財

の所在情報を防災関係機関等で共有し、防災対
策の検討を行う。
市域の文化財に対するパトロールや消防本部に
よる文化財防火デーの査察、防火訓練を通じて、
文化財所有者や管理者に対する事前対策、応急

対策の啓発を行っている。
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都留市文化財保存活用地域計画／神奈川県伊勢原市の事例②-３

 文化財活用
• 文化財の公開などによる普及啓発の推進
市民の文化財への理解とその保護に対する認識

を高めるため、所有者等との調整を踏まえ、文化
財の展示会や調査結果の積極的な公開、講座や公
園の開催など、普及啓発を推進する。また歴史や
文化財がより身近なものと感じることのできるよ
うに、体験を重視した事業を展開する。
• 学校教育における文化財の活用
文化財を活用した体験授業や伊勢原市域の文化財
を題材にした副読本の作成、配布など、教育セン
ター等と連携をとりながら、文化財を活用した学
習機会の充実を図る。

 人材育成
文化財調査・保存・活用を担う人材、団体等の

育成と支援地域で文化財を継承していくために、
歴史解説アドバイザー養成講座などにより、文化
財の調査、保存、活用を担う人材を育成し、実践
を行う市民団体の継続的な活動を促進するため支
援を行う。
• 文化財所有者の後継者育成
文化財管理のノウハウや適切な取り扱いについて
の情報共有など、支援を行う。
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都留市文化財保存活用地域計画 他自治体事例／県内事例（山梨市）

山梨市

• フィールドミュージアム活動を支える
人材や組織を「フィールドミュージア
ムサポーター」として登録し、イベン
トや教育普及事業、文化財や施設の維
持管理における支援体制の強化を図る。

• フィールドミュージアムサポーターに
は個人会員と団体会員を設定し、個人
会員にはイベント等の情報や参加回数
に応じた施設利用の優遇措置を提供す
るほか、団体会員には活動拠点の提供
やグループや活動のＰＲ協力などの支
援を行う。上記の団体が組織として成
長し、ＮＰＯや法人へ移行することに
よりさらに重層的な支援体制の構築に
つながる。またそうした団体が貢献度
に伴いフィールドミュージアム推進組
織の中心である協議会へ代表者を送る
など、将来的にはフィールドミュージ
アム活動を積極的に取り組んだ市民自
らがフィールドミュージアムの中核と
なっていくようなしくみを構築する。
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都留市文化財保存活用地域計画 他自治体事例／県内事例（甲斐市）

甲斐市

• 情報発信・活用・人材育成
図書館・公民館や他部局と連携した活用事業を行い

ます。また、これまで歴史文化にあまり興味がなかっ
た世代に対しても、歴史文化に関心を持ってもらえる
ような時代別、テーマ別の教育普及活動を行う。歴史
文化資産を活かしたふるさと学習などを通じてジュニ
アリーダーなどの若い世代が歴史文化と接する機会を
多くつくることで、歴史文化を次世代につないでくれ
る人材を育成する。

• 防災・防犯
各歴史文化資産が抱える災害等のリスクを可視化す

るために、各種ハザードマップと、これまでに把握し
た歴史文化資産の位置図を重ね、歴史文化資産ハザー
ドマップを作成する。これにより、歴史文化資産ごと
の災害・犯罪リスクを可視化し、災害や犯罪への対策
の基礎資料とする。加えて、発掘調査等で知りえた微
地形や土層堆積状況をもとに、地域の成り立ちや考え
られる災害リスクを、文化財担当者の視点で普及啓発
を行う。それらの知識を、歴史文化資産の所有者（管
理者）、地域住民などと共有し、地域の防災・防犯意
識の向上と、さらなる防災・防犯知識の習得につなげ
る。
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都留市文化財保存活用地域計画について／令和６年度の予定

 先進地視察の実施
日 程：令和６年９月４日（水）（予備日：令和６年９月５日（木））
視察地：神奈川県伊勢原市（伊勢原市教育委員会教育部教育総務課文化財係）
目 的：文化財保存活用地域計画の策定先進地である神奈川県伊勢原市を視察し、先進地における文化財対策

や計画策定について現地職員（伊勢原市教育委員会教育部教育総務課文化財係）との内容の意見交換
を行う。

出席が可能な方は【８月14日（火）】までに事務局までご連絡ください。
出席者には視察の詳細を追って送付予定です。

都留市文化財保存活用地域計画策定委員会
（仮名称）

委員の検討と調整
【10月～３月】

令和７年度予算協議
【10月～３月】

文化芸術振興費補助金
申請（予定）

（県・国との協議）
【10月～３月】

都留市文化財審議会への報告【３月予定】

先進地視察内容の詳細とりまとめ 【９月～10月】

 令和７年度
都留市文化財保存活用地域計画策定委員会による計画策定の検討
• 事例収集、市内の文化財の現状調査

 令和８年度
都留市文化財保存活用地域計画策定委員会による計画策定
• 計画素案策定、パブリックコメント、議決、計画認定
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文化財審議会意見聴取

文化財審議会意見諮問・答申


